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３．特定空家等に対する措置等 

管理不全な状態により周辺生活環境に著しく悪影響を及ぼ

す空家等に対しては、空家法に基づき特定空家等と判定し、慎

重かつ迅速に措置を実施していきます。 

（１）特定空家等の判定基準 

国が定めたガイドラインを参考に、県が作成した「特定空

家等判定方法マニュアル」の基準に基づき、判定します。 

（２）特定空家等に対する措置 

● 措置の手順 

現地及び所有者等の調査から、助言又は指導、勧告、意見

書等の提出の機会、命令、行政代執行（略式代執行）の措置

を実施していきます。 

● 措置の推進体制 

関係部署により構成する「川越市特定空家等判定委員会」

において、方針を決定します。なお、必要に応じて不動産、

建築、法律等に関する専門家の意見を求めることとします。 

 

 
特定空家等に対する措置の手順 

４．空家等対策の実施体制 

● 地域住民、所有者等からの空家等に関する相談への対応 

空家等に関する相談対応は、市民部防犯・交通安全課に窓

口を一元化し、関係部署との協力・連携により解決・改善に

努めます。 

● 空家等の状態、所有者等の調査 

敷地外からの現地調査、不動産登記簿や戸籍等の活用によ

る所有者等調査を行います。 

● 空家等調査の実施 

市内の空家等を把握するため、地域住民からの情報提供、

水道使用状況等から継続的な実態把握に努めます。 

● 専門家団体等との連携強化 

専門家団体等との連携強化により、所有者等の様々な問題

に対して専門性の高い相談・支援体制の整備を行います。 

● 川越市空家等対策協議会 

空家等対策計画の作成、変更、実施に関する協議を行う

ため、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経

験者、地域住民等で構成されています。 

● 地域住民等との連携 

自治会連合会等の連携強化を図り、空家等の管理不全な状

態の早期解消へ向けた取組を推進するほか、社会福祉協議会

等との連携・協力により、独居高齢者などに対して情報提供・

意識啓発を行い、空家等の発生予防に向けた取組を推進します。 

● 空家等の活用・流通機会の創出、実現に向けた官民・民民

による連携 

市、各専門家団体との協力・連携、各専門家団体間のパー

トナーシップによる活用・流通の枠組みを整備し、活用・流

通の実現に向けてワンストップで対応できる体制の創設を

目指します。 

 
空家等対策の実施体制 

５．空家等対策の達成目標 

空家等対策を計画的・効果的に推進し、その達成状況を

測定するため、各取組方針について成果指標を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章  空家等対策計画の基本的な考え方  

１．策定の背景と目的 

空き家が全国的に増加する中、平成 27 年 5 月に「空家等対

策の推進に関する特別措置法」（平成 26 年法律第 127 号）

（以下「空家法」という。）が全面施行されて以降、本市では、

平成 30 年に「川越市空家等対策計画」を策定し、空家等対策

の総合的な推進に取り組んできました。 

昨今の社会情勢や国の基本指針及びガイドラインの改正、実

態調査の結果等を踏まえ、効果的な施策の強化や新たな課題へ

の対応といった実態に沿った見直しを行い、総合的な空家等対

策をより一層推進するため、「第 2 次川越市空家等対策計画」

（以下「本計画」という。）を策定します。 

２．本計画の位置づけ・関連計画 

本計画は、空家法第 6 条の規定に基づき、国の基本指針及び

ガイドラインに則して策定しています。また、上位計画である

第四次川越市総合計画や関連計画等との整合も図っています。 

 

３．計画期間 

改定後の第五次川越市総合計画と整合を図るため、令和５年

度から令和９年度までの５年間とします。 

４．対象地区 

本計画の対象地区は、市内全域とします。 

５．対象とする空家等の種類 

空家法に定める「空家等」及び「特定空家等」、川越市空家

等の適切な管理に関する条例に定める「管理不全空家等」とし

ます（国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．本計画と SDGsとの関係 

本計画では、ＳＤＧｓを構成する 17 の目標のうち、「目標

11 住み続けられるまちづくりを」及び「目標 17 パートナー

シップで目標を達成しよう」の目標との関連性が高くなってい

ます。本計画に基づく対策の推進を通じて、ＳＤＧｓの目標達

成及び持続可能な社会の実現を目指します。 

第２章  空き家の現状と課題  

１．国及び県における空き家の現状 

● 空家等対策に関する国の動向 

令和 3 年６月、空家法に基づく基本指針とガイドライン

が改正されました。その他、国の住生活基本計画の見直しや

空家等対策に関連する法律の改正等、空き家を取り巻く国の

動向は変化しています。 

● 全国と県の空き家の状況（平成 30 年住宅・土地統計調査） 

 

２．本市における空家等の現状 

※国の住宅・土地統計調査と本市の空家等実態調査は、調査手法等が

異なるため、調査結果には差異が生じます。 

住宅・土地統計調査（平成 30年） 

 
 

川越市空家等実態調査（令和 3年度） 

 

● 空家等の傾向 

・旧耐震基準の空家等：69.1％ 

・木造の空家等：88.5％ 

・接道幅員が 4ｍ未満となる空家等：63.7% 

・空家等の建物用途が戸建て住宅：81.2％ 

・保安上の危険度が「注意」「危険」の空家等：67.8% 

・空家等が集中している地域：高齢化率 20%以上の地域 

● 所有者等意向調査 

【建物を利用しなくなった経緯】 

・賃貸人が退去したため（29.6％） 

・相続したが、他に自分の家があるため（22.6％） 

【建物の維持管理上困っていること】 

・管理の手間が大変（21.4％）

１ 現地及び所有者等の調査

【空家法第9条～第10条】

３ 助言又は指導

【空家法第14条第1項】

４ 勧告

【空家法第14条第2項】

５ 意見書等の提出の機会

【空家法第14条第4項～第8項】

現地調査 所有者等の調査

６ 命令

【空家法第14条第3項】

７ 行政代執行

【空家法第14条第9項】

８ 略式代執行

【空家法第14条第10項】

２ 特定空家等の判定

【空家法第14条第1項】

確知できた所有者
等に措置を講ずる
権原がない場合

川越市特定空家等判定
委員会において特定空
家等と判定された場合

所有者等を確知
できない場合

過失なく措置
を命ぜられる
べき者を確知
することがで
きない場合

過失なく措置
を命ぜられる
べき者を確知
することがで
きない場合

●専門的な助言、情報提供、
技術的支援（不動産、建築、
法律、金融等）

専門家団体等

●相談や情報提供への対応
●所有者等と各主体との仲介
●現地調査の実施
●空家等の情報のデータベース化
●支援制度の対応・検討

川越市

●空家等に関する情報提供
●地域コミュニティによる連携

地域住民等

●空家等の適切な
管理
●空家等の解消や
利活用への取組み

所有者等

川越市空家等
対策協議会

指　標 現　状 目　標

令和３年度
空家等実態調査結果

令和８年度
空家等実態調査結果

1.0% 1.0%

令和３年度
空家等実態調査結果

令和８年度
空家等実態調査結果

１，６７８件 １，６７８件

令和元年度～令和３年度
（３年間）

令和５年度～令和９年度
（５年間）

26件 55件

指　標 現　状 目　標

平成25年度～令和３年度 令和５年度～令和８年度末

85.2% 90.0%

令和3年度
空家等実態調査結果

令和８年度末

3件 0件（※）

令和3年度
空家等実態調査結果

令和８年度末

９件 0件（※）

指　標 現　状 目　標

令和４年度
令和５年度～令和９年度

（５年間）

１回 ８回

※家屋の除却のほか、家屋の修繕・樹木の伐採等により、空家等の状態が「C：危険」から
　「Ａ：危険なし」または「B：注意」になることも含む。

専門家団体・関連団体等との
連携による相談会の開催

空き家率

空家等件数

相続対策のための講座の
開催件数

総解決案件のうち、
１年以内に解決した

案件の割合

保安上の危険性が
「C：危険」である空家等の

件数

周辺生活環境への影響が
「C：危険」である空家等の

件数

１ 空家等の発生予防

２ 空家等の適切な管理の促進

３ 空家等の活用の促進

整合整合

　　　第四次川越市総合計画
　　　川越市国土強靱化地域計画

上位計画
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川越市都市計画マスタープラン

川越市空家等の適切な管理に関する条例

・川越市立地適正化計画
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全 国 空き家数 8,489 千戸／空き家率 13.6％ 

埼玉県 空き家数 346 千戸／空き家率 10.2％ 

川越市 空き家数  14 千戸／空き家率 9.2％ 

※空き家数及び空き家率は平成 20 年をピークに減少傾向 

川越市 空家等件数 1,678 戸／空き家率 1.0％ 

※空家等件数及び空き家率は平成 28 年度調査より減少 

川越市役所 市民部 防犯・交通安全課 
〒350-8601 埼玉県川越市元町 1 丁目 3番地 1 
電話：049-224-5721／FAX：049-224-6705 

令和 5 年３月発行 
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【建物の今後についての考え】 

・売却したい（28.6％） 

・将来、自分または親族等が住むために使用したい（15.0%） 

管理不全空家等に関する相談内容（平成 25年度～令和 3年度） 

● 相談受付件数と解決率 

・全 927 件のうち、653件が解決（解決率 70.4％） 

● 主な相談内容 

・「庭木・雑草」に関すること（534 件） 

・「老朽家屋」に関すること（216 件） 

・「害虫・小動物」に関すること（88 件） 

● 解決までの期間 

・約 85.2％が１年以内に解決していますが、「老朽家屋」及

び「樹木・雑草」に関しては、２割程度が解決に１年以上を

要しています。 

第１次計画に基づく取組状況 

第１次計画の目標に対する達成状況は、下表のとおりです。 

 

３．本市における空家等の課題 

（１） 空家等の発生予防に向けた課題 

 

（２） 空家等の適切な管理に向けた課題 

 

（３） 空家等の活用促進に向けた課題 

 

第３章  空家等対策の基本方針  

１．空家等対策の基本理念 

本市では、「安全に安心して暮らすことができる居住環境の

実現」を基本理念とします。 

 

２．空家等対策の取組方針 

（１） 空家等の発生予防 

相続や施設入所など、特に高齢の所有者等が抱える空家等

の発生に関する各課題への対応と同時に、地域住民、所有者

等に対する意識啓発により空家等に関する問題意識を高め、

空家等の発生を予防する取組を実施します。 

（２） 空家等の適切な管理の促進 

空家法の規定により、空家等の管理は所有者等が自らの責

任により適切に行うことが第一義的に求められていますが、

適切に管理されていない空家等がもたらす様々な悪影響の

発生を防止するため、所有者等に対する総合的な支援または

空家法に基づく措置の実施により、管理不全な状態の改善・

解消に向けた効果的な対策を講じます。 

（３） 空家等の活用の促進 

空家等の解消、移住・定住促進に加え、地域コミュニティ

拠点などの様々なニーズに対応するため、専門家団体等と連

携しながら、空家等の積極的な有効活用を促します。 

 

第４章  空家等に対する対策  

１．空家等対策の体系／２．具体的な施策・取組 

第 3 章の基本方針を踏まえ、取組方針として掲げた「空家等

の発生予防」「空家等の適切な管理の促進」「空家等の活用の

促進」に応じた総合的な対策を推進します。 

 

● 所有者等への意識醸成と相談機会の創出の推進 

● 空家等を取り巻く法令や計画等との連携の推進 

● 助成制度等の活用による空家等発生の未然防止 

● 継続的な空家等の実態把握 

● 所有者等への意識醸成と関連団体等との 

連携による適切な管理の推進 

● 管理不全な空家等の解消 

● 除却の推進を図るための支援の促進 

● 所有者等への意識醸成と相談機会の創出の推進 

● 関連団体等との連携強化による様々なニーズとのマッ

チングの促進 

● 経済的負担への軽減や法的制約下での活用の推進 

● 跡地の活用の推進 

計画の基本理念 

空家等対策の取組方針のイメージ 
 

個別の対策 建物の状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

適切に管理
されている 

適
切
に
管
理
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れ
て
い
な
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 特定空家等に対する措置等 

不良度低い 

不良度高い 

予 防 

１ 空家等の発生予防 

(１)発生予防のための情報提供・意識啓発 

・空家等の発生予防に関する広報活動の充実 

・相続対策のための講座の周知 

(２)専門家団体・関連団体等との連携強化による相談体制の整備・拡充 

・空家等の発生予防に関する相談会・セミナー等の開催 

・市民相談 

・相談機会の創出 

・社会福祉協議会等との連携による高齢者世帯への支援 

(３)関連団体等のノウハウ等を活用した空家等の発生予防 

・民間事業者やＮＰＯ法人等のノウハウやサービスの活用 

(４)各種助成制度等の活用を通じた安全・安心な住まいの確保 

・住宅改修補助金制度 

・居宅改善費助成 

・介護保険住宅改修費支給制度 

・旧耐震建築物の耐震診断・耐震改修補助制度 

・金融機関との協定締結 

・景観重要建造物に指定した歴史的建築物の外観及び外観の保全上必要

な構造に関する修理への助成等による活用支援、定住促進 

(５)分譲マンションにおける空き室の発生予防 

活 用 

３ 空家等の活用の促進 

(１)活用のための情報提供・意識啓発 

・空家等の活用に関する広報活動の充実 

(２)専門家団体・関連団体等との連携強化によ

る相談体制の整備・拡充 

・空家等の活用に関する相談会・セミナー等

の開催 

・相談機会の創出 

・空家等の所有者情報の外部提供による多様

な利活用の促進 

(３)様々なニーズに対応した需給のマッチング

による活用促進 

・空き家バンクの見直し 

・ＪＴＩ（一般社団法人 移住・住みかえ支

援機構）の「マイホーム借上げ制度」の活

用促進 

・住宅セーフティネット制度の活用による住

宅確保要配慮者に対する賃貸住宅としての

空き家の供給について検討 

・商業地における市内の空き店舗の活用促進

による、商店街の振興及び活性化 

・地域の集いの場や社会福祉施設などへの空

き家の活用に向けた関係部署及び専門家団

体等との連携 

(４)関連団体等のノウハウ等を活用した空家等

の活用促進 

・民間事業者やＮＰＯ法人等のノウハウやサ

ービスを活用した空家等の活用促進 

(５)活用のための所有者等に対する経済的支援 

・旧耐震建築物の耐震診断・耐震改修補助制度 

・空き家の活用を促進する補助制度等の検討 

・金融機関との協定締結 

(６)空き家取り壊し後の跡地の活用 

・所有者等との協議、関係部署・専門家団体

等の連携による跡地の有効活用策の検討 

管 理 

２ 空家等の適切な管理の促進 

(１)継続的な空家等の実態把握とデータベース化 

・継続的な水道使用状況等による空家等の把握とデータベース化 

・防災目的による所有者等情報の収集にかかる検討 

・漏水等の場合などに備えた所有者等の連絡先の把握 

・自治会連合会との連携による情報把握 

(２)適切な管理のための情報提供・意識啓発 

・空家等の管理に関する広報活動の充実 

・相隣関係の見直しにかかる情報提供 

(３)専門家団体・関連団体等との連携強化による相談体制の整備・拡充 

・空家等の管理に関する相談会・セミナー等の開催 

・相談機会の創出 

(４)管理不全空家等への対応 

・「川越市空家等の適切な管理に関する条例」に基づく管理不全空家等

に対する指導等 

・危険な空家等に対する緊急安全措置 

・川越市特定空家等判定委員会の運営 

・特定空家等に対する措置 

(５)関係部署との連携による指導体制の強化 

・定期的な連絡会議の開催 

・関連部署との連携による管理不全空家等に対する指導等 

(６)特定空家等の認定の推進 

・特定空家等の認定の推進 

(７)住宅用地特例の解除 

・勧告した特定空家等に対する住宅用地特例の解除 

・今後、人の居住の用に供される見込みがないと認められる場合におけ

る、住宅用地特例の解除にかかる空き家部局との連携 

(８)所有者等による除却の促進 

・所有者等による除却の促進 

(９)所有者等が不存在・不明である管理不全空家等に対する対応 

・財産管理人制度の活用 

・略式代執行の検討 

(10)関連団体等のノウハウ等を活用した空家等の管理促進 

・シルバー人材センターとの空家等の適切な管理に関する連携 

・空き家管理事業者との連携 

・民間事業者やＮＰＯ法人等のノウハウやサービスを活用した空家等の

管理促進 

(11)適切な管理や除却のための所有者等に対する経済的支援 

・旧耐震建築物の耐震診断・耐震改修補助制度 

・解体を促進する補助制度等の検討 

・金融機関との協定締結 


